
議案第３６号 

 

   令和５年度静岡市電気事業経営記念基金会計予算 

 

令和５年度静岡市の電気事業経営記念基金会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２３２，１００千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」に

よる。 

 

  令和５年２月２０日提出 

 

静岡市長  田 辺 信 宏     
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第１表　　歳入歳出予算

金　　　　　　額
千円

1 財 産 収 入 231,998

　 1 財 産 運 用 収 入 231,998

2 繰 越 金 100

1 繰 越 金 100

3 諸 収 入 2

　 1 預 金 利 子 1

　 2 雑 入 1

232,100

金　　　　　　額
千円

1 積 立 金 231,208

1 積 立 金 231,208

2 諸 支 出 金 792

1 恩 給 費 792

3 予 備 費 100

1 予 備 費 100

232,100

款 項

歳　　　出　　　合　　　計

歳　　　　　　　入

款 項

歳　　　入　　　合　　　計

歳　　　　　　　出
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議案第３７号 

 

   令和５年度静岡市土地区画整理清算金会計予算 

 

令和５年度静岡市の土地区画整理清算金会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１，３００千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」に

よる。 

 

  令和５年２月２０日提出 

 

静岡市長  田 辺 信 宏     
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第１表　　歳入歳出予算

金　　　　　　額
千円

1 区 画 整 理 清 算 収 入 1,297

　 1 区 画 整 理 清 算 収 入 1,297

2 繰 越 金 1

1 繰 越 金 1

3 諸 収 入 2

1 延 滞 金 1

　 2 預 金 利 子 1

1,300

金　　　　　　額
千円

1 諸 支 出 金 1,300

1 一 般 会 計 繰 出 金 1,300

1,300

歳　　　入　　　合　　　計

歳　　　出　　　合　　　計

歳　　　　　　　入

款 項

歳　　　　　　　出

款 項
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議案第３８号 

 

   令和５年度静岡市母子・父子・寡婦福祉資金貸付金会計予算 

 

令和５年度静岡市の母子・父子・寡婦福祉資金貸付金会計の予算は、次に定めるところ

による。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３６９，５００千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」に

よる。 

 

  令和５年２月２０日提出 

 

静岡市長  田 辺 信 宏     
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第１表　　歳入歳出予算

金　　　　　　額
千円

1 繰 越 金 59,990

1 繰 越 金 59,990

2 諸 収 入 309,510

1 預 金 利 子 10

2 貸 付 金 元 利 収 入 300,100

　 3 雑 入 9,400

369,500

金　　　　　　額
千円

1
母 子 ･ 父 子 ・ 寡 婦 福 祉
資 金 費

369,500

1
母 子 ・ 父 子 ・ 寡 婦
福 祉 資 金 貸 付 金

360,000

2 諸 費 9,500

369,500

歳　　　入　　　合　　　計

歳　　　出　　　合　　　計

歳　　　　　　　入

款 項

歳　　　　　　　出

款 項
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議案第３９号 

 

   令和５年度静岡市公債管理事業会計予算 

 

令和５年度静岡市の公債管理事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ６０，２０６，０００千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」に

よる。 

 

  令和５年２月２０日提出 

 

静岡市長  田 辺 信 宏     
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第１表　　歳入歳出予算

金　　　　　　額
千円

1 財 産 収 入 229,900

1 財 産 運 用 収 入 229,900

2 繰 入 金 43,940,900

　 1 他 会 計 繰 入 金 37,111,000

2 基 金 繰 入 金 6,829,900

3 諸 収 入 100

1 預 金 利 子 100

4 市 債 16,035,100

1 市 債 16,035,100

60,206,000

金　　　　　　額
千円

1 公 債 費 60,205,900

1 公 債 費 60,205,900

2 予 備 費 100

1 予 備 費 100

60,206,000歳　　　出　　　合　　　計

歳　　　　　　　入

款 項

歳　　　入　　　合　　　計

歳　　　　　　　出

款 項
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議案第４０号 

 

   令和５年度静岡市競輪事業会計予算 

 

令和５年度静岡市の競輪事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３０，３２４，０００千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」に

よる。 

 （債務負担行為） 

第２条 地方自治法第２１４条の規定により債務を負担することができる事項、期間及び

限度額は、「第２表 債務負担行為」による。 

 

  令和５年２月２０日提出 

 

静岡市長  田 辺 信 宏     
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第１表　　歳入歳出予算

金　　　　　　額
千円

1 競 輪 事 業 収 入 29,717,120

　 1 事 業 収 入 29,717,120

2 財 産 収 入 77,059

　 1 財 産 運 用 収 入 77,059

3 繰 入 金 196,400

1 基 金 繰 入 金 196,400

4 繰 越 金 300,000

1 繰 越 金 300,000

5 諸 収 入 33,421

1 預 金 利 子 79

　 2 雑 入 33,342

30,324,000

金　　　　　　額
千円

1 業 務 費 785,949

1 業 務 費 785,949

2 開 催 費 29,328,051

1 開 催 費 29,328,051

3 諸 支 出 金 200,000

1 一 般 会 計 繰 出 金 200,000

4 予 備 費 10,000

1 予 備 費 10,000

30,324,000

歳　　　入　　　合　　　計

歳　　　　　　　出

款 項

歳　　　出　　　合　　　計

歳　　　　　　　入

款 項
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第２表　　債務負担行為

事　　　　　　　項 限　　度　　額

760,000千円

826,000千円

期　　間

静 岡 競 輪 場 競 走 路
改 修 事 業 費

令 和 ６ 年 度
　令和５年度に静岡競輪場競走路改修工事請負契約を締
結し、その金額を令和６年度に支払う。

選 手 宿 舎
改 修 事 業 費

令 和 ６ 年 度
　令和５年度に選手宿舎改修工事請負契約を締結し、そ
の金額を令和６年度に支払う。
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議案第４１号 

 

   令和５年度静岡市国民健康保険事業会計予算 

 

令和５年度静岡市の国民健康保険事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ６７，５５５，７００千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」に

よる。 

（債務負担行為） 

第２条 地方自治法第２１４条の規定により債務を負担することができる事項、期間及び

限度額は、「第２表 債務負担行為」による。 

（一時借入金） 

第３条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、 

２，２００，０００千円と定める。 

 （歳出予算の流用） 

第４条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額

を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

（１）各項に計上した保険給付費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内で

のこれらの経費の各項の間の流用 

 

  令和５年２月２０日提出 

 

静岡市長  田 辺 信 宏     
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第１表　　歳入歳出予算（事業勘定）

金　　　　　　額
千円

1 国 民 健 康 保 険 料 12,516,145

　 1 国 民 健 康 保 険 料 12,516,145

2 国 民 健 康 保 険 税 498

　 1 国 民 健 康 保 険 税 498

3 一 部 負 担 金 2

　 1 一 部 負 担 金 2

4 使 用 料 及 び 手 数 料 11

　 1 手 数 料 11

5 国 庫 支 出 金 1,502

1 国 庫 補 助 金 1,502

6 県 支 出 金 47,747,299

1 県 補 助 金 47,747,298

2 財政安定化基金交付金 1

7 財 産 収 入 2,934

　 1 財 産 運 用 収 入 2,934

8 繰 入 金 6,568,000

1 他 会 計 繰 入 金 5,181,800

2 基 金 繰 入 金 1,386,200

9 繰 越 金 1

1 繰 越 金 1

10 諸 収 入 599,608

　 1 延滞金、加算金及び過料 151,294

2 預 金 利 子 2,000

3 雑 入 446,314

67,436,000歳　　　入　　　合　　　計

歳　　　　　　　入

款 項
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金　　　　　　額
千円

1 総 務 費 1,273,282

1 総 務 管 理 費 682,297

2 徴 収 費 589,433

3 運 営 協 議 会 費 1,552

2 保 険 給 付 費 46,948,508

1 療 養 諸 費 40,665,489

2 高 額 療 養 費 6,055,520

3 移 送 費 561

4 出 産 育 児 諸 費 150,000

5 葬 祭 費 51,360

6 高 額 介 護 合 算 療 養 費 25,578

3
国 民 健 康 保 険
事 業 費 納 付 金

18,198,197

1 医 療 給 付 費 分 12,075,287

2 後期高齢者支援金等分 4,641,016

3 介 護 納 付 金 分 1,481,894

4 共 同 事 業 拠 出 金 33

1 共 同 事 業 拠 出 金 33

5 財政安定化基金拠出金 1

1 財政安定化基金拠出金 1

6 保 健 事 業 費 549,092

1 特定健康診査等事業費 472,559

2 保 健 事 業 費 76,533

7 基 金 積 立 金 2,934

1 基 金 積 立 金 2,934

8 公 債 費 2,001

1 公 債 費 2,000

2 財政安定化基金償還金 1

9 諸 支 出 金 461,951

1 償還金及び還付加算金 442,713

2 繰 出 金 19,238

10 予 備 費 1

1 予 備 費 1

67,436,000歳　　　出　　　合　　　計

歳　　　　　　　出

款 項
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第１表　　歳入歳出予算（直営診療施設勘定）

金　　　　　　額
千円

1 診 療 収 入 24,612

　 1 外 来 収 入 22,102

2 そ の 他 の 診 療 収 入 2,510

2 使 用 料 及 び 手 数 料 115

1 使 用 料 6

　 2 手 数 料 109

3 繰 入 金 92,238

1 一 般 会 計 繰 入 金 60,900

　 2 事 業 勘 定 繰 入 金 19,238

3 そ の 他 会 計 繰 入 金 12,100

4 繰 越 金 1

1 繰 越 金 1

5 諸 収 入 2,734

1 雑 入 2,734

119,700

金　　　　　　額
千円

1 総 務 費 80,639

1 施 設 管 理 費 80,533

2 研 究 研 修 費 106

2 医 業 費 25,246

1 医 業 費 25,246

3 公 債 費 13,315

1 公 債 費 13,315

4 予 備 費 500

1 予 備 費 500

119,700

歳　　　入　　　合　　　計

歳　　　　　　　出

款 項

歳　　　出　　　合　　　計

歳　　　　　　　入

款 項
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第２表　　債務負担行為

事　　　　　　　項 限　　度　　額

12,200千円

15,300千円

4,300千円

令 和 ６ 年 度
国 民 健 康 保 険
特 定 健 康 診 査 受 診 券
封 入 封 緘 等 業 務 経 費

　令和５年度に国民健康保険特定健康診査受診券封入封
緘等業務委託契約を締結し、その金額を令和６年度に支
払う。

国 民 健 康 保 険 料
納 付 通 知 書
封 入 封 緘 等 業 務 経 費

　令和５年度に国民健康保険料納付通知書封入封緘等業
務委託契約を締結し、その金額を令和６年度に支払う。

期　　間

令 和 ６ 年 度

国 民 健 康 保 険
被 保 険 者 証
封 入 封 緘 等 業 務 経 費

令 和 ６ 年 度
　令和５年度に国民健康保険被保険者証封入封緘等業務
委託契約を締結し、その金額を令和６年度に支払う。
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議案第４２号 

 

   令和５年度静岡市農業集落排水事業会計予算 

 

令和５年度静岡市の農業集落排水事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３９７，５００千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」に

よる。 

（市   債） 

第２条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる市債の起債の目的、

限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第２表 市債」による。 

 

  令和５年２月２０日提出 

 

静岡市長  田 辺 信 宏     
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第１表　　歳入歳出予算

金　　　　　　額
千円

1 使 用 料 及 び 手 数 料 46,879

1 使 用 料 46,879

2 県 支 出 金 32,311

　 1 県 補 助 金 32,311

3 繰 入 金 267,000

　 1 一 般 会 計 繰 入 金 267,000

4 繰 越 金 1,000

1 繰 越 金 1,000

5 諸 収 入 10

1 預 金 利 子 10

6 市 債 50,300

1 市 債 50,300

397,500

金　　　　　　額
千円

1 業 務 費 221,153

1 業 務 費 221,153

2 施 設 費 27,518

1 施 設 費 27,518

3 公 債 費 147,829

1 公 債 費 147,829

4 予 備 費 1,000

1 予 備 費 1,000

397,500歳　　　出　　　合　　　計

歳　　　　　　　入

款 項

歳　　　入　　　合　　　計

歳　　　　　　　出

款 項
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第２表　市債

起債の目的 利 率 償 還 の 方 法

千円

農 業 集 落 排 水 施 設
災 害 復 旧 事 業

32,500 1 借入先 　７％以内

農 業 集 落
排 水 事 業

17,800
政府、銀行その
他

2 借入方法

普通貸借又は
債券発行

3 借入時期

令和５年度

限 度 額 起 債 の 方 法

融通条件の定め
のある資金につい
ては、その融通条
件により、その他
の 資 金 に つ い て
は、相手方との協
定によるものとす
る。

ただし、市財政
の都合により、据
置期間及び償還期
間を短縮し、若し
くは繰上償還又は
借換をすることが
できる。

（ただし、利
率見直し方式
で借り入れる
政府資金及び
地方公共団体
金融機構資金
について、利
率の見直しを
行った後にお
いては、当該
見直し後の利
率とする。）

ただし、市財
政 の 都 合 に よ
り、起債額の全
部又は一部を翌
年度に繰り延べ
て借り入れるこ
とができる。
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議案第４３号 

 

   令和５年度静岡市駐車場事業会計予算 

 

令和５年度静岡市の駐車場事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１５２，１００千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」に

よる。 

 

  令和５年２月２０日提出 

 

静岡市長  田 辺 信 宏     
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第１表　　歳入歳出予算

金　　　　　　額
千円

1 使 用 料 及 び 手 数 料 79,543

　 1 使 用 料 79,543

2 繰 入 金 71,800

1 一 般 会 計 繰 入 金 71,800

3 繰 越 金 100

1 繰 越 金 100

4 諸 収 入 657

1 預 金 利 子 1

2 雑 入 656

152,100

金　　　　　　額
千円

1 業 務 費 104,523

1 業 務 費 104,523

2 公 債 費 47,477

1 公 債 費 47,477

3 予 備 費 100

1 予 備 費 100

152,100歳　　　出　　　合　　　計

歳　　　　　　　入

款 項

歳　　　入　　　合　　　計

歳　　　　　　　出

款 項
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議案第４４号 

 

   令和５年度静岡市介護保険事業会計予算 

 

令和５年度静岡市の介護保険事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ７２，９１８，１００千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」に

よる。 

 （債務負担行為） 

第２条 地方自治法第２１４条の規定により債務を負担することができる事項、期間及び

限度額は、「第２表 債務負担行為」による。 

 （一時借入金） 

第３条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、 

５，５００，０００千円と定める。 

 （歳出予算の流用） 

第４条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額

を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

（１）各項に計上した保険給付費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内で

のこれらの経費の各項の間の流用 

 

  令和５年２月２０日提出 

 

静岡市長  田 辺 信 宏     
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第１表　　歳入歳出予算

金　　　　　　額
千円

1 保 険 料 15,694,872

　 1 介 護 保 険 料 15,694,872

2 使 用 料 及 び 手 数 料 1

　 1 手 数 料 1

3 国 庫 支 出 金 16,765,095

1 国 庫 負 担 金 12,334,102

　 2 国 庫 補 助 金 4,430,993

4 支 払 基 金 交 付 金 18,907,802

　 1 支 払 基 金 交 付 金 18,907,802

5 県 支 出 金 10,234,807

　 1 県 負 担 金 9,721,457

　 2 県 補 助 金 513,350

6 財 産 収 入 2,234

　 1 財 産 運 用 収 入 2,234

7 繰 入 金 11,123,600

　 1 一 般 会 計 繰 入 金 11,123,600

8 繰 越 金 176,000

1 繰 越 金 176,000

9 諸 収 入 13,689

　 1 延滞金、加算金及び過料 6,600

2 預 金 利 子 1,778

3 雑 入 5,311

72,918,100

歳　　　　　　　入

款 項

歳　　　入　　　合　　　計
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金　　　　　　額
千円

1 総 務 費 1,376,707

1 総 務 管 理 費 1,051,375

2 徴 収 費 17,496

3 介 護 認 定 審 査 会 費 305,971

4 趣 旨 普 及 費 1,865

2 保 険 給 付 費 67,872,122

1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費 63,072,380

2 介護予防サービス等諸費 1,757,430

3 そ の 他 諸 費 53,360

4 高額介護サービス等費 1,523,162

5
特 定 入 所 者
介 護 サ ー ビ ス 等 費

1,266,322

6
高 額 医 療 合 算
介 護 サ ー ビ ス 等 費

199,468

3 地 域 支 援 事 業 費 3,426,286

1
介 護 予 防 ・
生活支援サービス事業費

1,941,714

2 一 般 介 護 予 防 事 業 費 219,079

3
包 括 的 支 援 事 業 ・
任 意 事 業 費

1,260,624

4 そ の 他 諸 費 4,869

4 基 金 積 立 金 66,875

1 基 金 積 立 金 66,875

5 公 債 費 110

1 公 債 費 110

6 諸 支 出 金 175,000

1 償還金及び還付加算金 175,000

7 予 備 費 1,000

1 予 備 費 1,000

72,918,100

歳　　　　　　　出

款 項

歳　　　出　　　合　　　計
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第２表　　債務負担行為

事　　　　　　　項 限　　度　　額

6,600千円

期　　間

令 和 ６ 年 度

介 護 保 険 料
特 別 徴 収 開 始 通 知 書
及 び 納 入 通 知 書
作 成 等 業 務 経 費

　令和５年度に介護保険料特別徴収開始通知書及び納入
通知書作成等業務委託契約を締結し、その金額を令和６
年度に支払う。
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議案第４５号 

 

   令和５年度静岡市介護保険サービス会計予算 

 

令和５年度静岡市の介護保険サービス会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１０１，６００千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」に

よる。 

 

  令和５年２月２０日提出 

 

静岡市長  田 辺 信 宏     
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第１表　　歳入歳出予算

金　　　　　　額
千円

1 使 用 料 及 び 手 数 料 46,990

　 1 使 用 料 42,583

　 2 手 数 料 4,407

2 繰 入 金 54,100

　 1 一 般 会 計 繰 入 金 54,100

3 繰 越 金 500

1 繰 越 金 500

4 諸 収 入 10

1 預 金 利 子 5

2 雑 入 5

101,600

金　　　　　　額
千円

1 サ ー ビ ス 費 101,100

　 1 サ ー ビ ス 事 業 費 101,100

2 予 備 費 500

1 予 備 費 500

101,600歳　　　出　　　合　　　計

歳　　　　　　　入

款 項

歳　　　入　　　合　　　計

歳　　　　　　　出

款 項
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議案第４６号 

 

   令和５年度静岡市中央卸売市場事業会計予算 

 

令和５年度静岡市の中央卸売市場事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ６９６，５００千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」に

よる。 

 

  令和５年２月２０日提出 

 

静岡市長  田 辺 信 宏     
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第１表　　歳入歳出予算

金　　　　　　額
千円

1 使 用 料 及 び 手 数 料 345,405

　 1 使 用 料 345,405

2 財 産 収 入 150

　 1 財 産 運 用 収 入 150

3 繰 入 金 146,200

　 1 一 般 会 計 繰 入 金 117,400

　 2 基 金 繰 入 金 28,800

4 繰 越 金 21,000

1 繰 越 金 21,000

5 諸 収 入 183,745

1 預 金 利 子 3

2 雑 入 183,742

696,500

金　　　　　　額
千円

1 総 務 費 694,500

1 総 務 管 理 費 689,441

2 業 務 費 5,059

2 予 備 費 2,000

1 予 備 費 2,000

696,500歳　　　出　　　合　　　計

歳　　　　　　　入

款 項

歳　　　入　　　合　　　計

歳　　　　　　　出

款 項
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議案第４７号 

 

   令和５年度静岡市後期高齢者医療事業会計予算 

 

令和５年度静岡市の後期高齢者医療事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１０，７３１，０００千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」に

よる。 

 

  令和５年２月２０日提出 

 

静岡市長  田 辺 信 宏     
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第１表　　歳入歳出予算

金　　　　　　額
千円

1 後期高齢者医療保険料 8,446,600

　 1 後期高齢者医療保険料 8,446,600

2 繰 入 金 1,930,100

1 一 般 会 計 繰 入 金 1,930,100

3 繰 越 金 330,000

1 繰 越 金 330,000

4 諸 収 入 24,300

1 延滞金、加算金及び過料 2,500

2 預 金 利 子 1,500

3 他 団 体 納 入 金 20,300

10,731,000

金　　　　　　額
千円

1
後期高齢者医療広域連合
納 付 金

10,709,200

1
後期高齢者医療広域連合
納 付 金

10,709,200

2 諸 支 出 金 21,800

1 償還金及び還付加算金 20,300

2 繰 出 金 1,500

10,731,000歳　　　出　　　合　　　計

歳　　　　　　　入

款 項

歳　　　入　　　合　　　計

歳　　　　　　　出

款 項
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議案第４８号 

 

   令和５年度静岡市立静岡病院事業債管理事業会計予算 

 

令和５年度静岡市の静岡市立静岡病院事業債管理事業会計の予算は、次に定めるところ

による。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ９８３，８００千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」に

よる。 

（市   債） 

第２条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる市債の起債の目的、

限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第２表 市債」による。 

 

  令和５年２月２０日提出 

 

静岡市長  田 辺 信 宏     
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第１表　　歳入歳出予算

金　　　　　　額
千円

1 分 担 金 及 び 負 担 金 683,800

　 1 負 担 金 683,800

2 市 債 300,000

1 市 債 300,000

983,800

金　　　　　　額
千円

1 貸 付 金 300,000

1 貸 付 金 300,000

2 公 債 費 683,800

1 公 債 費 683,800

983,800歳　　　出　　　合　　　計

歳　　　　　　　入

款 項

歳　　　入　　　合　　　計

歳　　　　　　　出

款 項

61



62



第２表　市債

起債の目的 利 率 償 還 の 方 法

千円

静 岡 病 院 事 業
貸 付 金

300,000 1 借入先 　７％以内

銀行その他

2 借入方法

普通貸借又は
債券発行

3 借入時期

令和５年度

限 度 額 起 債 の 方 法

融通条件の定め
のある資金につい
ては、その融通条
件により、その他
の 資 金 に つ い て
は、相手方との協
定によるものとす
る。

ただし、市財政
の都合により、据
置期間及び償還期
間を短縮し、若し
くは繰上償還又は
借換をすることが
できる。

（ただし、利
率見直し方式
で借り入れる
地方公共団体
金融機構資金
について、利
率の見直しを
行った後にお
いては、当該
見直し後の利
率とする。）ただし、市財

政 の 都 合 に よ
り、起債額の全
部又は一部を翌
年度に繰り延べ
て借り入れるこ
とができる。
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